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１ はじめに 

土地の隠れた瑕疵を巡る紛争に関する判例・裁判

例は数多く存在していますが、とりわけ、地中埋設

物等（建築資材、埋設基礎、排水管、井戸、文化財

など）を巡る紛争が占める割合が高く、そのような

トラブルに巻き込まれた場合は、係争金額が多額に

のぼるだけでなく、時間的制約も多いことなどから

（事業計画上の引き渡し期限、銀行借入れなどを伴

っての土地購入の場合の金利負担など）、その対応

に苦慮することが散見されます。 

特に時間的制約などの観点から、瑕疵の除去に関

して相手方との間で協議が調わないままに、自身で

地中埋設物等を撤去する、あるいは、建築予定の建

物の工法変更するなど、建物の建築計画を進めざる

を得ないケースもあります。 

そこで、この種の事案にどのように対処すべきで

あるか、裁判例（東京地判平成24年7月6日、以下「

本裁判例」といいます。）の紹介を通じて、検討し

たいと思います。 

２ 本裁判例の事案の概要 

甲１は、広告代理業等を目的とする会社であると

ころ、平成14年8月、乙（地方公共団体）に対し、下

水道管敷設等の工事を施工するための工事用地とし

て、東京都北区内に訴外丙（当時甲１の代表取締役

）が所有する土地（以下「本件土地」といいます。

）を賃貸しました。乙は、平成16年11月30日、同工

事が完了したため、本件土地を甲１に返還しました

。 

丙が平成18年1月25日に死亡し、甲２および甲３が

本件土地を共同相続しましたが、同人らは本件土地

上にマンション（以下「本件マンション」といいま

す。）を建築することを計画し、建設会社との間で

工事請負契約を締結し、平成22年7月21日、本件マン

ションを完成させました。 

ところが、本件マンションの建築途中、本件土地

中に底盤コンクリートが残置していることが判明し

たため、甲１は、底盤コンクリートを残置したまま

本件土地を返還したことは、原状回復義務に違反す

るとして、乙に対して、①底盤コンクリートの撤去

費用相当額の債務不履行に基づく損害賠償請求、②

底盤コンクリートの撤去費用相当額の不当利得返還

請求をするとともに、甲２および甲３は、乙に対し

て、③本件土地の価値が減価したとして、同底盤コ

ンクリートの撤去費用相当額につき不法行為に基づ

く損害賠償請求をしました。 

これに対し、乙は、甲１が底盤コンクリートを現

実に撤去したわけではなく、撤去費用相当額を甲２

および甲３に支払ったわけではないので甲１には現

実に損害が生じていないこと、本件土地上には既に

計画どおりの本件マンションが建築されているので

あるから、本件土地の価格は何ら下落していないこ

となどを主張しました。 

本判決は、上記甲１、甲２、甲３及び乙の主張を

踏まえて、⑴甲２および甲３が底盤コンクリートの

残置によって、本件土地上に本件マンションを建築

することができなくなったことはなく、また、甲１

が現実に費用を支払って底盤コンクリートを撤去し

たことも、甲２および甲３に対し撤去費用相当額を

支払ったこともないこと、⑵甲１が損害を被ってお

らず、被る蓋然性があるとは認められなかったこと

から、乙の原状回復義務が履行不能（本件マンショ

ンが建築されており底盤コンクリートの撤去はでき

なくなっている。）によって消滅したことを理由と

する、甲１の乙に対する本件底盤コンクリート撤去

費用相当額の損害賠償請求権は認められないこと、

、⑶底盤コンクリートの残置によって本件土地の価

格が現実に下落したと認めるに足りる証拠はないこ

となどから、甲１、甲２及び甲３の上記①ないし③

の各請求を認めませんでした。 

３ 同種事案の検討 

 本裁判例と同種の結論を導いた事案として、神戸地

判昭和59年9月20日があり、鉄筋三階建の分譲マンショ

ンを建築する目的で買い受けた造成宅地の地下にビニ

ール片等の廃棄物が混入していたとしても、杭打工法

により予定どおりのマンションを新築して買受目的を

達している場合には、当該造成宅地に瑕疵があるとは

いえないと判示されています。 

 他方で、宅地の売買の事案においては、本裁判例及

び上記神戸地裁の裁判例と結論を異にする裁判例が大

勢を占めています。具体的には、 

ⅰ その地中に大量の材木片などの産業廃棄物・コン

クリートの土間や基礎が埋設されていたことが、土

地の瑕疵にあたるとされた事案（東京地判平成4年10

月28日） 

ⅱ マンション用地として土地の売買契約が締結され

たが土地中に埋設基礎等の障害物が存在した場合に
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土地の賃借人が工事を施工し、地中に底盤コンクリー

トを残置したまま返還し、賃貸人らが土地上にマンシ

ョンを建築した場合、残置による損害が認められない

として、賃借人の債務不履行、不法行為が否定された
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ついて、土地に隠れた瑕疵が認められた事案（東京

地判平成10年11月26日） 

ⅲ 土地の売買契約について、地中に建築資材等の

廃棄物が埋設されていたことが隠れた瑕疵に当た

るとして、売主に対する損害賠償請求が認容され

た事案（東京地判平成19年7月23日） 

ⅳ 売買の目的物である宅地の中に埋設物が存在し

た場合において、その埋設物の存在を民法570条に

いう 「隠れた瑕疵」に当たるとした事案（東京地

判平成20年7月8日） 

などがあり、地中埋設物等の存在が土地の瑕疵にあ

たることやその撤去費用などの損害賠償請求につい

ては、多くの裁判例においても認められているとこ

ろです。 

それでは、これらの裁判例の結論の相違はどこか

ら生じるものなのでしょうか。 

これらの裁判例の結論の相違は、「損害」をどの

ように考えるのかによって異なっていると考えられ

ますので、以下、検討したいと思います。 

４ 損害論 

地中埋設物等が地中に存在している土地と、存在

していない土地とを比較した場合、前者の方が後者

よりも土地の価値として低くなること自体には争い

がなく、したがって地中埋設物等が存在しているこ

とは、当然に損害にあたると考えられます。 

他方で、たとえ地中埋設物等が土地中に存在して

いたとしても、予定していた建物の建築が可能であ

るなど、土地の購入目的との関係において何ら影響

がない場合には、現実には何らの損害が発生してお

らず、損害は認められないのではないかとも考えら

れます。 

このような判断においては、損害賠償請求にお

ける「損害」とは何を指すのかが問題となってくる

ところ、通説・判例は、いわゆる差額説を採用して

います。いわゆる差額説において、「損害」が認め

られるのは、積極的に既存の財産的利益が減少する

場合と、消極的に財産的利益の増加を逸する場合を

いい、これらの損害は、抽象的にではなく、現実に

発生したものであることを要します。 

  したがって、土地中に地中埋設物等が存在してい

たとしても、現実に、積極的に既存の財産的利益が

減少することなく、消極的に財産的利益の増加を逸

することもない場合には、「損害」は認められない

ということになります。ここから上記３の事案の結

論の相違が生じていると考えられます。 

５ 帰結 

以上のとおり、現在の裁判実務の考え方からす

ると、土地中に地中埋設物等が発見されたからとい

って、必ずしも相手方に対する損害賠償請求が認め

られるというわけではなく、撤去費用などの特段の

支出を要することなく（現実の損害の有無）、予定

していた建物が建築できてしまった場合（土地の売

却目的の達成）には、相手方に対して、裁判を起こ

しても、瑕疵がない、損害は認められないとして損

害賠償請求が認められないということが予測されま

す。この場合、予定していた建物は建築できたとし

ても、将来これを解体した後、地中埋設物等を撤去

しようとしても、その撤去費用を請求することもで

きないという不都合が生じる可能性があります。 

したがって、撤去費用などの特段の支出を要さ

ず、予定していた建物の建築が可能な場合において

は（これはこれで喜ばしいことなのかもしれません

が）、地中埋設物等の存在による抽象的な損害を受

け入れざるを得ないことになりかねませんので、そ

の点を相手方にどうやって負担させるのかなど、裁

判となった場合の裁判所の考え方を十分に踏まえた

上で、粘り強く合理的に交渉していくことが必要と

なってくると考えます。 

同種事案に巻き込まれた場合には、具体的な判

断が非常に難しいことが予想されますが、以上の点

につき、十分留意して対処していただければと思い

ます。 

以 上


